
 
 

ファミリーサポート センターについて 
枚方市ファミリーサポート センターは、子育ての援助を受けたい人と、援助を行いた 

い人が会員になり、子育てについて援助しあう 有償ボランティアの会員組織です。 

 

 
 
援助できる内容 
 ◇保育所・ 幼稚園の登所前や終了後に子どもを預かります。  

 ◇保育所・ 幼稚園までの送迎をします。 

 ◇学校の放課後や留守家庭児童会の終了後に子どもを預かります。 

 ◇保護者の通院・ 買い物や冠婚葬祭、他の子どもの学校行事などで子どもを連れて出かけにく い時に子ども   

を預かります。 

 ◇子どもを宿泊させることや、病気の子どもの援助はできません。 

 
会員になれるのは・・・（ 会員の条件） 
 ◇依頼会員 

  枚方市内にお住まいで、概ね生後３カ月から１２歳（ 小学校卒業前）の子どものいる方。 

 ◇提供会員 

  枚方市内にお住まいで、子どもが好きで、育児の経験があり、自宅に子どもを 

  預かることができる健康な方。（ 資格、性別は問いません。） 

 ◇両方会員 

  依頼と提供の両方を希望される方は両方会員として登録できます。 
 
会員になるには・・・（ 入会手続き） 
 ◇いずれの会員の場合も必ずセンターが実施する約１時間の「初回講習」を受講後、入会申込書を提出して          

いただくと会員として登録されます。 

   （〔注意〕申込みには印鑑と写真（ サイズ２×３センチ）を２枚お持ちください。） 



 
援助が必要になったら 
 ◇依頼会員がセンターに電話をします。 

               ↓ 

 ◇センターは依頼内容に見合う、お近くにお住まいの提供会員を紹介します。 

               ↓ 

 ◇依頼会員は紹介された提供会員に直接連絡して援助の依頼をします。 

               ↓ 

 ◇依頼の約束が決まったら依頼会員はセンターに連絡すると共に、提供会員と「事前打ち合わせ」を行います。 

               ↓ 

 ◇援助活動を実施します。 
 

  「事前打ち合わせ」とは・・・ 

   初めて援助をしあう依頼会員と提供会員が援助活動をスムーズに行うために、実際に援助しあう前に 

  依頼会員が提供会員宅に出向き、援助に必要なことを伝え合う「 顔合わせ」のことです。 

 

講習会・ 交流会があります。 
 ◇センターでは会員の方が安心して援助活動を行えるよう、育児についての知識・ 技術のレベルアップを目的 

   とした「 会員講習会」や、会員同士の交流とスムーズな援助活動を目的とした「会員交流会」などを年間計 

   画として開催しており、会員登録された方は必ず参加していただくことになっています。 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

報酬について 
  援助活動には報酬が伴います。報酬は依頼会員から提供会員に直接支払われます。 

 ◇平日（ 午前７時～午後８時）・・・・・・・・・・・・・・ ８００円 / １時間 

 ◇早朝・ 深夜（ 平日の上記以外の時間）・・・・・・ ９００円 / １時間 

 ◇土曜・ 日曜・ 祝日（ 終日）        ・・・・・ ９００円 / １時間 

※３０分以内の援助は一律５００円になります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 会員が相互援助活動中に生じた事故は当事者同士で解決していただくことになっています。 

 万一に備えてセンターでは「 ファミリーサポート センター補償保険」に加入しています。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



お申込み・お問い合わせ 
   枚方市ファミリーサポート センター 

   〒573-0042 枚方市村野西町 5-1  枚方市役所村野分館内 

    電話: 072-805-3522     ファックス: 072-805-3524 

    開所時間 9: 00～17: 30 （ 土曜・ 日曜・ 祝日・ 年末年始を除く ） 
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